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A 8339：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

追補 1 のまえがき 

この JIS A 8339 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大

臣が JIS A 8339:2022 を改正した内容だけを示すものである。JIS A 8339:2022 は，この追補 1 の内容の改

正がされ，JIS A 8339:0000 となる。 

 

 





 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 A 8339：0000 
 

土工機械－クイックヒッチ（クイックカプラ）－安

全性 
（追補 1） 

Earth-moving machinery-Quick couplers-Safety  
（Amendment 1） 

 
追補 1 の序文 

この追補は，2016 年に初版として発行された ISO 13031 に対して，2025 年に発行された Amendment 1
を基とし，我が国の実情に合わせるため，技術的内容を変更して JIS A 8339:2022 の追補 1 として作成した

日本産業規格である。 

JIS A 8339:2022 を，次のように改正する。 

 

 
箇条 2（引用規格）の引用規格 JIS A 8308 を，注記も含めて削除する。 

箇条 2（引用規格）の引用規格 JIS A 8334 に関する注記を，次の文に置き換える。 

 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 6750-1，Earth-moving machinery－Operator's manual－Part 

1:Contents and format 

箇条 2（引用規格）の引用規格 JIS A 8340-1 に関する注記を，次の文に置き換える。 

 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 20474-1:2017，Earth-moving machinery－Safety－Part 1: 

General requirements 
  

4.1.2（係合機構）細別 b)の後に，次を追加し，これ以降の細別の番号を繰り下げる。 

c) 油圧ショベルのアームの先端部又はバックホウローダのバックホウ部に位置する動力式クイックヒッ

チは，附属書 A の要求事項を満足しなければならない。 
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4.2（荷扱い）の第 1 段落の点下線を削除する。 

 

4.3.1（一般要求事項）の注記を，次の文に置き換える。 

注記 安全関連の制御システムの検証に関する指針については，JIS B 9705-1 又は JIS A 8341-2 参照。 
 

4.4.1（過電流防護装置）の注記 1 を，次の文に置き換え，注記 2 を削除する。 

注記 JIS A 8340-1 の 4.16.4（過電流防護装置）を参照。 
 

4.5（被加圧部）の第 1 段落の点下線を削除し，注記を削除する。 

 

次の附属書 A を追加する。 

 

附属書 A 
(規定) 

動力式クイックヒッチの追加要求事項 

油圧ショベルのアームの先端部，又はバックホウローダのバックホウ部に位置する動力式クイックヒッ

チは，クイックヒッチシステムが正しく係合する前に（すなわち，その作業位置でアタッチメントが完全

に係合する前に），不意にアタッチメントが地面に落下してしまう可能性を最小限に抑えるための手段を

もたなけれればならない。 

この手段は，次のいずれかに適合しなければならない。 

－ 係合のプロセス中に最初に接触するピンに対する自動的な機械式ロック機構を提供する。この自動的

な機械式ロック機構は，ピンが最初に接触したとき，又は係合操作装置が作動したときに作動しても

よい。機械式ロックは，係合解除機能の過程でだけ解除可能でなければならない。 

－ 正しい係合が完了するまでアタッチメントを持ち上げることができないようにする。 

－ 図 A.1 に従い，ブーム先端のアーム回転中心とアーム先端のバケット回転中心とを結んだ中心線が，

ブーム先端のアーム回転中心を通る鉛直線に対して，運転席から離れる方向に 30°の角度をなした状

態で，かつクイックヒッチが完全に係合していない状態で，バケットシリンダを全ストロークにわた

って動作させてもアタッチメントが保持される。 



3 
A 8339：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 

図 A.1－保持機能の試験 

－ アタッチメント及びクイックヒッチが作業位置にある場合で，係合が完了していないときは，運転席

に聴覚的及び視覚的信号を提供する。 

これらの要求事項は，機能試験で検証しなければならない。試験は，機械製造業者の取扱説明書に従っ

て，使用されることを意図したアタッチメントで行わなければならない。 
  

 

参考文献[1]の前に次の文を追加し，これ以降の参考文献の番号を繰り下げる。 

[1] JIS A 8308 土工機械－基本機種－識別及び用語 

注記 対応国際規格では，ISO 6165，Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms 
and definitions を記載している。 

 

参考文献[3]を次の文に置き換える。 

[4] JIS A 8341-2，土工機械－機能安全－第 2 部：制御システムの安全関連部のハードウェアの設計及び

評価並びにアーキテクチャ要求事項 

注記 対応国際規格では，ISO 19014-2，Earth-moving machinery — Functional safety — Part 2: Design 
and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control 
system を記載している。 

 

附属書 JA（JIS と対応国際規格との対比表）の a)（JIS の箇条番号）4.2 の d)（JIS と対応国際規格との技

術的差異の内容及び理由）の第 1 文を削除する。 
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附属書 JA（JIS と対応国際規格との対比表）の a)（JIS の箇条番号）4.4.1 及び 4.5 の行を削除する。 

 




